
　表１：この４年間のNTT東日本の賃上げ

年　月 平均賃上げ額 一時金（４０歳１級） 備　　　　　考

2014年3月 1,600円 1,345,000  主に課長や主査クラスの賃上げ

2015年3月 2,400円 1,345,000  主に一般社員クラスの賃上げ

2016年3月 1,600円 1,415,000＝4.7か月  月給制の非正規には平均1100円賃上げ

2017年3月 1,400円 1,494,000＝4.95か月  時給制フルタイムに月3500円サポート手当

表 ２ ： Ｎ ＴＴの 主 な 賃 金 や 手 当 の 削 減

年度 Ｎ ＴＴ制度改悪の内容 減額された金額等
 年度末手当、地方の都市手当等の廃止

 定昇額減と定昇を55歳から50歳でストップ  基本賃金の５万円減

2002  50歳退職・再雇用導入  月額賃金15～30％減

2003  退職手当に成果主義の導入  普通評価で500万円の減

2006  基本賃金の一部や扶養手当を基準外へ  ボーナ ス削減

 54歳未満の東日本な ど賃金制度の見直し  月額賃金約15％減

 500円の日帰り日当な どの廃止  月額5000円前後の減

2015  時給制60歳超え契約社員の賃金見直し  年収数万円減

2016  1年単位の変形労働時間制な ど の導入  超勤手当の削減

2001

2013

表３：60歳超え契約社員の労働条件比較

週４日

月給制 時給制 勤務以下

創立記念日 ○ × ×

週休変更手当 ○ × ×

外勤手当 ○ ○ ×

サポート手当 ○ ○ ×

年金特別措置 ○ ○ ×

年金特別措置加算 ○ ○ ×

シニアドック ○ × ×

夏季休暇(3日) ○ × ×

ライフ休暇の持込 ○ × ×

フルタイム

賃
上
げ
４
年
間
で

22
万
円
増

Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
一
般
社
員
40
歳
モ

デ
ル
の
賃
上
げ
は
、
14
春
闘
は

主
に
主
査
や
課
長
ク
ラ
ス
の
賃

上
げ
の
た
め
ゼ
ロ
。
15
春
闘
以

降
の
３
年
間
で
５
４
０
０
円
の

賃
上
げ
で
す
。
ボ
ー
ナ
ス
は
こ

の
４
年
間
で
約
15
万
円
増
（
表

１
）
。

よ
っ
て
、
こ
の
４
月
以
降
の

１
年
間
で
は
、
定
期
昇
給
分
を

除
く
賃
上
げ
に
よ
る
40
歳
モ
デ

ル
の
年
収
は
、
４
年
前
に
比
べ

て
22
万
円
程
度
の
増
と
な
り
ま

し
た
。

年
金
の
負
担
増
は

年
間
12
万
円

と
こ
ろ
で
、
こ
の
程
度
の
賃

上
げ
額
で
は
、
社
会
保
険
料
の

負
担
増
分
に
す
ら
追
い
つ
い
て

い
な
い
の
が
実
情
で
す
。

ま
ず
、
厚
生
年
金
の
保
険
料

は
04
年
か
ら
増
額
さ
れ
、
年
収

が
500
万
円
（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
40
歳
の
年

収
）
程
度
で
年
間
約
12
万
円
の

負
担
増
に
な
っ
て
い
ま
す
。

健
保
と
介
護
保
険
の
負

担
増
は
年
間
11
万
円
超

Ｎ
Ｔ
Ｔ
健
康
保
険
料
は
08
年

か
ら
４
年
連
続
の
値
上
げ
に
よ
っ

て
、
そ
れ
以
前
と
比
べ
て
約
1.4

倍
の
負
担
増
と
な
り
ま
し
た
。

試
算
に
よ
る
と
年
収
が
500
万
円

で
同
保
険
料
の
年
間
負
担
増
は

約
７
万
円
と
な
り
ま
す
。

こ
の
他
、
40
歳
か
ら
は
年
間

４
万
円
前
後
の
介
護
保
険
料
の

負
担
が
新
た
に
ふ
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
４
年
間
の
賃
上

げ
額
は
、
こ
の
間
の
社
会
保
険

料
の
負
担
増
に
も
追
い
つ
い
て

い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

さ
ら
に
は
、
賃
金
制
度
な
ど

の
改
悪
に
よ
る
年
収
減
（
表
２
）

に
よ
り
、
暮
し
向
き
は
苦
し
く

な
る
ば
か
り
で
す
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
健
保
の
値
上
げ
は

大
幅
賃
下
げ
が
原
因

Ｎ
Ｔ
Ｔ
健
康
保
険
料
約
1.4
倍

に
も
お
よ
ぶ
値
上
げ
の
一
番
の

原
因
は
、
02
年
の
退
職
・
再
雇

用
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
賃
金

を
最
大
３
割
も
切
り
下
げ
た
こ

と
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｎ
Ｔ

Ｔ
健
保
の
収
支
が
悪
化
し
大
幅

値
上
げ
と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て

13
年
に
は
、

65
歳

ま
で
の
雇
用
延
長
を
口
実
に
30

歳
代
か
ら
の
賃
下
げ
を
は
じ
め
、

年
収
減
額
の
制
度
改
悪
（
表
２
）

が
つ
づ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
賃
下
げ
や
非
正
規
労
働
者

の
拡
大
を
つ
づ
け
た
の
で
は
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
健
保
の
再
値
上
げ
が
、

考
え
ら
れ
ま
す
。

Ｎ
関
労
に
入
っ
て
制
度
改
悪

に
反
対
し
、
大
幅
賃
上
げ
を
め

ざ
し
ま
し
ょ
う
。

Ｎ関労に加入し生活と権利を守りましょう！あなたの加入をお待ちしています。
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つ
づ
く
制
度
改
悪
で
遠
の
く
生
活
改
善

あなたの悩みを
一緒に解決します

こんなことはありませんか

□突然解雇を告げられた

■残業代がもらえない

□セクハラ、パワハラを受けた

■労働時間が延長された

□有給休暇がもらえない

■賃金の支払が遅れている

など

秘密厳守
労働相談ほっとライン
03-6806-0255

社会保険料の負担増カバーできず

Ｎ関労に入り大幅賃上げを目指そう
こ
の
４
年
間
、
賃
上
げ
が
つ
づ
い
て
い
ま

す
（
表
１
）
。
し
か
し
、
こ
の
賃
上
げ
の
合

計
金
額
で
は
十
数
年
間
の
社
会
保
険
料
の
負

担
増
は
カ
バ
ー
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に

は
、
賃
金
制
度
な
ど
の
改
悪
に
よ
る
年
収
減

額
分
（
表
２
）
を
加
え
る
と
大
幅
マ
イ
ナ
ス

で
す
。
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
、
莫
大
な
余
剰
資
金
を
溜

め
込
ん
で
い
ま
す
。
Ｎ
関
労
に
入
り
大
幅
賃

上
げ
の
実
現
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

今春闘では、いままで昼食補助が支給

されていなかった60歳超え以外の契約社

員の一部にサポート手当（旧昼食補助）

が新たに支給されるようになりました。

差別・格差是正に向けあきらめずに声

を上げていきましょう。



表 ４：政 府 の 「働 き 方 改 革 」実 行 計 画 の 主 な 内 容

 正 規 ・非 正 規 の 格 差  格 差 容 認

 最 低 賃 金  １０００円 先 送 り

 上 限 １００時 間 未 満

 年 間 ９６０時 間 まで 容 認

 イン ターバ ル 規 制  企 業 まか せ

残 業 代 ゼロ 制 度 法 案 の 早 期 成 立

 時 間 外 労 働 時 間

表５：健康障害を防ぐ
　時間外労働の上限

期間 限度時間

4週間 43時間

1か月 45時間

2か月 81時間

3か月 120時間

1年間 360時間

　　厚労省労働基準局

安
倍
政
権
は
、
「
働
き
方

改
革
」
と
称
し
て
、
残
業
時

間
の
上
限
を
「
月
１
０
０
時

間
未
満
」
と
決
め
、
秋
の
臨

時
国
会
に
関
連
法
案
を
提
出

し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
現
行
の
残
業

の
上
限
時
間
は
、
厚
労
省
の

「
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障

害
を
防
ぐ
た
め
に
」
と
い
う

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
と
、

月

45
時
間
以
内
と
な
っ
て
い

ま
す
（
表
５
）
。
こ
れ
を
超

え
て
残
業
す
る
と
、
脳
・
心

臓
疾
患
の
発
症
と
の
関
連
性

が

徐

々

に

強

ま

り

ま

す

。

「

45
時
間
」
は
、
働
く
人
の

命
と
健
康
を
守
る
基
準
ラ
イ

ン
で
す
。

週
休
２
日
の
労
働
者
が
残

業
を
月

45
時
間
し
た
場
合
、

一
日
平
均
は
２
時
間
程
度
で

す
。
通
勤
時
間
に
も
よ
り
ま

す
が
、
食
事
や
入
浴
な
ど
の

時
間
を
差
し
引
い
て
も
、
一

日
７
、
８
時
間
の
睡
眠
を
確

保
で
き
る
こ
と
が
残
業
の
上

限
を
「
月

45
時
間
」
と
し
た

厚
労
省
の
理
由
で
す
。

残
業
の
上
限
「
月
１
０
０

時
間
未
満
」
と
は
、
人
が
死

ぬ
か
も
し
れ
な
い
労
働
時
間

で
す
。

こ
の
よ
う
な
長
時
間
労
働
は

健
康
に
極
め
て
有
害
な
こ
と

は
、
政
府
や
厚
労
省
も
知
っ

て
い
る
の
に
、
な
ぜ
、
法
律

で
認
め
よ
う
と
す
る
の
か
。

全
く
納
得
で
き
ま
せ
ん
。

月
１
０
０
時
間
働
け
ば
経

済
成
長
す
る
と
思
っ
て
い
る

と
し
た
ら
、
大
き
な
間
違
い

で
す
。

人
間
の
い
の
ち
と
健
康
に

か
か
わ
る
ル
ー
ル
に
こ
の
よ

う
な
特
例
が
認
め
ら
れ
て
い

い
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
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残
業
の
上
限
は
「
月
45
時
間
」

超
え
る
と
健
康
障
害
の
リ
ス
ク
増
す

政
府
の
働
き
方
改
革
実
現
会
議
は
、

財
界
の
要
求
に
応
え
、
労
働
者
を
保

護
し
て
き
た
法
律
（
１
日
８
時
間
、

週

40
時
間
労
働
な
ど
）
を
破
壊
す
る

実
行
計
画
を
決
定
し
ま
し
た
。
そ
の

内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

時
間
外
労
働
の
上
限
に
つ
い
て
は
、

「
２
～
６
月
の
平
均
で
月

80
時
間
以

内
」
、
繁
忙
期
で
は
「
月
１
０
０
時

間
未
満
」
と
し
て
、
厚
労
省
の
過
労

死
基
準
を
越
え
て
の
残
業
を
容
認
し

ま
し
た
。
ま
た
、
年
間
７
２
０
時
間

と
し
た
上
限
規
制
に
も
抜
け
穴
を
設

け
て
、
休
日
労
働
を
含
め
れ
ば
毎
月

80
時
間
、
年
９
６
０
時
間
ま
で
可
能

に
し
ま
し
た
。

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
で
は
、

基
本
給
や
一
時
金
に
つ
い
て
、
企
業

が
判
断
す
る
能
力
や
貢
献
度
に
応
じ

て
「
違
い
に
応
じ
た
支
給
」
を
認
め

ま
し
た
。

安
倍
政
権
は
、
秋
の
臨
時
国
会
に

も
関
連
法
案
を
提
出
す
る
予
定
で
す
。

断
固
、
反
対
し
ま
し
ょ
う
。

過労死ラインの

残業を容認

安倍政権の「働き方」改革

＝
過
労
自
殺
し
た
高
橋
ま
つ
り
さ
ん
の
母
幸
美
さ
ん
＝

残
業
上
限
「
１
０
０
時
間
未
満
」
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

世
界
の
ど
こ
に
で
も
い

る
よ
う
な
家
族
。
そ
れ
ぞ

れ
が
独
立
し
、
夢
ば
か
り

追
っ
て
働
か
な
い
夫
に
愛

想
を
つ
か
し
子
供
を
育
て

な
が
ら
美
容
院
で
働
き
、

適
当
に
男
遊
び
を
し
て
い

る
姉
。

日
々
の
生
活
の
中
で
寂

し
さ
を
感
じ
、
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
で
恋

人
募
集
を
す
る
ウ
エ
イ
タ
ー
で

27
歳

の
次
女
。

出
産
を
控
え
夫
に
仕
事
を
辞
め
ら

れ
、
生
活
の
不
安
か
ら
夫
を
責
め
途

方
に
く
れ
る
妹
。

結
婚
を
反
対
さ
れ
家
出
す
る
弟
。

定
年
を
迎
え
、
妻
か
ら
も
疎
ま
れ

な
が
ら
次
の
目
標
を
見
出
せ
な
い
父
。

そ
ん
な
不
甲
斐
な
い
夫
と
子
供
た

ち
が
手
を
離
れ
、
愛
す
る
者
を
な
く

し
た
母
。

そ
ん
な
家
族
の
週
末
の
四
日
間
を

描
き
な
が
ら
一
人
ひ
と
り
の
孤
独
と

愛
さ
れ
た
い
と
い
う

思
い
を
ロ
ン
ド
ン
の

町
並
み
の
中
で
切
り

取
っ
た
こ
の
作
品
は
、

誰
も
が
一
度
や
二
度
、

経
験
し
た
、
そ
し
て
日
常
の
平
凡
な

さ
り
気
な
い
関
わ
り
の
中
で
、
と
に

か
く
何
と
か
解
決
し
て
来
た
こ
と
を

思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
物
語
。

観
終
わ
っ
た
時
の
幸
福
感
は
等
身

大
の
自
分
が
そ
こ
に
あ
っ
た
か
ら
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

監
督
＝
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
イ
ン
タ
ー

ボ
ト
ム
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
レ
ン
タ
ル
可
（
み
）

映画紹介 54

ひ
か
り
の
ま
ち

２
０
０
０
年

イ
ギ
リ
ス

◆テロ対策に必要なし
政府はオリンピックを開くために「共謀罪」あるい

は、「テロ等準備罪」が必要だといっていますが、テ

ロに関する国内法は整備しており新たな法律は必要あ

りません。

◆あなたも処罰の対象になる恐れ
「共謀罪」は「組織的犯罪集団が対象だ」と政府は

言いますが、どんな団体を言うのか、その判断は警察

任せです。例えば、マンション建設反対の集会を開こ

うと話し合い、そのうちの誰かがマンション建設予定

地付近を通ったことが「組織的威力業務妨害罪の準備

行為」、たまたまＡＴＭでお金を引き出した行為が、

犯行資金の入手の「準備行為」として逮捕される危険

性のある法律です。

組織的犯罪集団かどうか、二人以上で話し合って犯

罪を合意（共謀）したかどうか調べるために、電話の

盗聴、メールやＬＩＮＥの閲覧など、無関係な人も幅

広く監視・捜査がすすめられ、モノ言えぬ監視社会が

つくられます。なんとしても廃案に追い込みましょう。

「心の中」を処罰する、憲法違反の共謀罪


